
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
に
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
全
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。 
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一
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